
 別紙

 

　公安委員会は、通行禁止除外指定車標章の交付に係る申請の内容が、次の青森県道路交

通規則第４条第１項第３号リからクのいずれかに該当するときは、通行禁止除外指定車標

 章(以下「標章」という。)を交付するものとする。

 

 リ　信号機、道路標識その他の交通安全施設の緊急点検又は緊急保守のため使用中の車両

ヌ　電気、ガス、水道、電話、鉄道の踏切等保安装置の緊急点検又は緊急保守のため使用

 　中の車両

ル　専ら郵便法（昭和22年法律第165号）に規定する郵便物の集配又は電気通信事業法

 （昭和59年法律第86号）に規定する電報の配達のため使用中の車両

ヲ　医師法（昭和23年法律第201号）に規定する医師又は歯科医師法（昭和23年法律第202

 号）に規定する歯科医師が緊急往診のため使用中の車両

ワ  保健師、看護師若しくは准看護師が医師の指示を受け、緊急訪問を行うため使用中の

 車両又は助産師が緊急訪問を行うため使用中の車両

 カ　報道機関による緊急取材のため使用中の車両

ヨ　裁判所法（昭和22年法律第59号）第62条第１項に規定する執行官が執行官法（昭和41

 年法律第111号）に基づく職務の執行のため使用中の車両

 タ　狂犬病予防法（昭和25年法律第247号）に規定する犬の捕獲のため使用中の車両

 レ　食品衛生法（昭和22年法律第233号）に規定する臨検検査のため使用中の車両

ソ　環境基本法（平成５年法律第91号）に基づき、国又は地方公共団体が公害調査のため

 使用中の車両

ツ　検察官、検察事務官及び刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）第190条の規定により、

司法警察職員として職務を行うべき者が犯罪の捜査、被疑者の逮捕、令状の執行及び検

 証のため使用中の車両

ネ　総務省設置法（平成11年法律第91号）に規定する電波の監視若しくは電波の質の是正

又は不法に開設された無線局若しくは不法に設置された高周波利用設備の探査のため使

 用中の車両

ナ　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）

に基づき、国又は地方公共団体が感染症の発生の予防及びまん延の防止のため使用中の

 車両

ラ　児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号）に規定する国又は地方公共団

 体による虐待を受けている児童の保護等のため使用中の車両

 ム　地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する徴税吏員が滞納処分のため使用中の車両

 ウ　刑務所、少年院又は少年鑑別所が行う収容、護送業務のため使用中の車両

ヰ　更生保護法（平成19年法律第88号）に規定する保護観察官が保護観察業務のため使用

 中の車両

ノ　不動産登記法（平成16年法律第123号）に規定する登記官が土地建物実地調査のため

 使用中の車両

オ　道路運送車両法（昭和26年法律第185号）に基づき、患者輸送車又は車いす移動車と

 して登録を受け、歩行困難な者の輸送のため使用中の車両

ク　リからオに掲げるもののほか、公安委員会が公共の目的のため特に必要があると認め

た車両


